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各
自
立
支
援
給
付
を
受
け
る
に

は
、
子
ど
も
課
へ
の
事
前
の
相
談

が
必
要
で
す
。

　
母
子
家
庭
等

　
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

　
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
受

給
資
格
の
な
い
人
が
、
あ
ら
か
じ

め
指
定
さ
れ
て
い
る
講
座
を
受
講

す
る
場
合
、
受
講
に
掛
か
っ
た
費

練
促
進
費
を
支
給
し
ま
す
。

　
１
年
以
上
の
通
信
課
程
で
の
資

格
取
得
も
対
象
で
す
。

支
給
額　
▽
市
・
県
民
税
非
課
税

世
帯
＝
10
万
円
▽
市
・
県
民
税
課

税
世
帯
＝
７
万
５
０
０
円（
い
ず

れ
も
上
限
３
年
間
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
子
ど

も
課（
☎
㊵
２
２
８
６
）

　
重
度
障
が
い
の
あ
る
人
に「
福

祉
タ
ク
シ
ー
券
」を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
は
重
度
障
が

い
の
あ
る
人
が
、
多
野
藤
岡
ハ
イ

ヤ
ー
協
議
会
加
盟
の
タ
ク
シ
ー
利

用
料
金
の
支
払
い
に
使
え
ま
す
。

利
用
期
間　
交
付
日
～
平
成
29
年

３
月
31
日
ま
で（
通
年
）

交
付
会
場　
市
役
所
福
祉
課
、
鬼

石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

内
容　
券
１
枚
に
つ
き
５
０
０
円

を
補
助
＝
年
間
最
高
36
枚
交
付
し

ま
す（
一
月
あ
た
り
３
枚
）

　
※
本
年
度
か
ら
タ
ク
シ
ー
の
基

本
料
金
で
は
な
く
、
券
１
枚
に
つ

き
５
０
０
円
の
補
助
に
変
更
し
、

さ
ら
に
交
付
枚
数
を
増
や
し
移
動

時
の
支
援
を
行
い
ま
す
。タ
ク
シ
ー

料
金
に
応
じ
て
複
数
枚
の
利
用
が

可
能
と
な
り
ま
す
の
で
、
状
況
に

応
じ
て
利
用
し
て
く
だ
さ
い

対
象　
市
内
在
住
で
身
体
障
害
者

手
帳
１・
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
ま

た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１・２
級
の
所
持
者

　
※
自
動
車
税
減
免
を
受
け
て
い

る
人
と
施
設
入
所
者
は
対
象
外

持
っ
て
く
る
物　
障
害
者
手
帳
、

印
か
ん

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
福
祉

課（
☎
㊵
２
３
８
４
）

　
市
内
の
商
店
街
の
連
続
性
を
維

持
し
、
集
客
力
と
回
遊
性
を
向
上

さ
せ
る
た
め
、
空
き
店
舗
、
空
き

倉
庫
お
よ
び
空
き
家
を
活
用
し
新

規
開
業
す
る
人
に
対
し
、
出
店
に

係
る
賃
借
料
お
よ
び
改
修
費
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
地
域　
都
市
計
画
法
に
規
定

す
る
近
隣
商
業
地
域
ま
た
は
商
業

地
域
と
鬼
石
地
区
の
本
町
通
り
、

相
生
町
通
り
お
よ
び
大
門
通
り

対
象
業
種　
小
売
業
、飲
食
店（
料

亭
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ

ト
ク
ラ
ブ
お
よ
び
夜
間
営
業
の
み

の
飲
食
店
を
除
く
）、
持
ち
帰
り
・

配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
洗
濯
・

理
容
・
美
容
・
浴
場
業
、
生
活
関

連
サ
ー
ビ
ス
業
、
教
育
・
学
習
支

援
業
に
属
す
る
事
業
で
、
商
店
街

の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に
適
し
た
も

の（
詳
細
は
直
接
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
）

賃
借
料
補
助　
一
出
店
者
に
つ
き

月
額
３
万
円
以
内（
空
き
店
舗
な

ど
の
賃
借
料
の
２
分
の
１
以
内
）

で
事
業
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌

日
か
ら
最
長
12
カ
月
間

改
修
費
補
助　
店
舗
の
外
装
・
内

装
お
よ
び
設
備（
水
道
・
電
気
・

ガ
ス
・
空
調
）な
ど
の
改
修
費
の

２
分
の
１
以
内
の
額（
上
限
１
０

０
万
円
以
内
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
商
工

観
光
課（
☎
㊵
２
３
１
７
）

用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
額　
掛
か
っ
た
費
用
の
６
割

（
上
限
20
万
円
）

　
高
等
技
能
促
進
費

　
看
護
師
、准
看
護
師
、保
育
士
、

介
護
福
祉
士
、
調
理
師
な
ど
、
就

業
に
役
立
つ
資
格
取
得
の
た
め
１

年
以
上
養
成
機
関
で
就
業
し
、
対

象
資
格
を
取
得
見
込
み
の
人
に
訓

接
種
対
象
者　
平
成
28
年
４
月
２

日
か
ら
29
年
４
月
１
日
ま
で
の
間

に
65
・
70
・
75
・
80
・
85
・
90
・

95
・
１
０
０
歳
に
な
る
人 （
接
種

日
当
日
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
・
免

疫
機
能
な
ど
に
障
が
い
が
あ
る
と

医
師
が
認
め
た
人
を
含
む)

　
※
過
去
に
、
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
受
け
た
人
は
対
象
外

個
人
負
担
金　
２
０
０
０
円

そ
の
他　
対
象
者
に
は
３
月
下
旬

に
予
診
票
を
発
送
し
ま
し
た

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
課（
☎

㊵
２
８
０
８
）

軽減区分 軽減該当条件（所得金額） 軽減率 軽減額

 本人の
 所得割軽減

総所得金額など－基礎控除額（33
万円）＝ 58万円以下 ５割 所得割額÷２

（１円未満切上げ）

均
等
割
軽
減

本人
　

「基礎控除額（33万円）以下で、
かつ被保険者全員の各所得が０
円」の世帯（ただし、公的年金等
控除額は80万円として計算）

９割 39,240円

「基礎控除額（33 万円）」以下の
世帯 8.5 割 37,060円

「基礎控除額（33 万円）＋ 26万
5,000 円（26 万円から拡大）×
世帯の被保険者数」以下の世帯

５割 21,800円

「基礎控除額（33 万円）＋ 48万円
（47 万円から拡大）×世帯の被保
険者数」以下の世帯

２割 8,720円

被扶養者
後期高齢者医療の被保険者資格
を得た前日まで、被用者保険（国
保、国保組合以外）の被扶養者で
あった人（所得割額はなし）

９割 39,240円

■
保
険
料
率	

	

　
原
則
75
歳
以
上
の
人
が
加
入
す

る
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ

を
し
た
と
き
の
医
療
費
な
ど
の
支

払
い
に
充
て
る
た
め
、
一
定
割
合

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
保
険
料
率
は
２
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料

率
は
27
年
度
と
同
率
と
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
軽
減
措
置
の
変
更

　
保
険
料
に
は
所
得
な
ど
に
応
じ

区分 所得割率 均等割額 限度額
平成28・29年度 8.6％ 43,600円 57万円

■保険料率

■保険料の軽減措置の変更（■の部分）

　
福
祉
医
療
制
度
と
は
、
子
ど
も

や
障
が
い
の
あ
る
人
、
母
子
・
父

子
家
庭
な
ど
で
、
下
表
に
該
当
す

る
人
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と

き
の
自
己
負
担
額
を
県
と
市
で
負

担
す
る
制
度
で
す
。

　
対
象
者
に
は「
福
祉
医
療
費
受

給
資
格
者
証
」が
交
付
さ
れ
、
こ

の
制
度
を
利
用
す
る
人
は
、
医
療

機
関
で
支
払
う
保
険
診
療
分
の
自

己
負
担
額
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
申
請
し
認
定
を
受

け
な
い
と
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

下
表
の
資
格
要
件
に
該
当
す
る
人

で
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人
は
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
す
で
に
受
給
資
格
の
あ
る

人
で
、
氏
名
、
住
所
、
障
害
等
級
、

健
康
保
険
証
の
種
類
な
ど
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
※
福
祉
医
療
制
度
は
、
他
の
医

療
制
度（
自
立
支
援
医
療
・
特
定

疾
患
な
ど
）を
優
先
し
て
い
ま
す
。

他
制
度
の
公
費
負
担
医
療
制
度
が

利
用
で
き
る
人
は
、
他
制
度
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関

受
診
時
は
健
康
保
険
証
と
他
制
度

対象 資格要件 申請に必要なもの
子ども 出生から中学卒業まで 健康保険証・印かん

障がいのある人

身体障害者手帳１級・２級・３級・
４級（言語機能障害） 健康保険証・印かん・

障がいなどの資格を証
明する手帳や証書

障害年金１級・２級
療育手帳 A 判定・B 判定
特別児童扶養手当１級・２級

母子・父子家庭 18 歳（年度末）までの子どもを扶
養している母子・父子家庭 ※申請前に相談してく

ださい父母がいない子ども 18 歳未満で父母のいない子ども

　
軽
減
該
当
条
件
の
所
得
金
額
は
、

世
帯
主
お
よ
び
同
一
世
帯
内
の
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
の
所
得
の
合
計

（

（

の
受
給
者
証
や
福
祉
医
療
受
給
資

格
者
証
な
ど
を
、
一
緒
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金

課（
☎
㊵
２
２
５
９
）

※年間保険料は、所得に応じた「所得割額」と「均等割額」との合計です

　保険料の計算

所得割額
（総所得金額など―33 万円）× 8.6%

均等割額
（43,600 円） 年間保険料＋ ＝

た
軽
減
措
置
が
あ
り
、
28
年
度
か

ら
本
人
の
均
等
割
軽
減
の「
５
割

軽
減
」と「
２
割
軽
減
」の
該
当

条
件
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課（
☎

㊵
２
２
５
９
）

市政だより 市政だより

空
き
店
舗
等
活
用
事
業
補
助
金

POINT

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
応
援

POINT

重
度
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

NEWS

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

Information

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
を
一
部
変
更

Information

福
祉
医
療
制
度
の
手
続
き

POINT


